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おしらせHOTコーナー 

       

　
近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。 

　
ぜ
ひ
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。 

      
  

第
４３
回
越
谷
市
さ
つ
き
大
会 

Q
５
月
２５
日
貉
〜
２９
日
豸
　
午
前
９
時
〜

午
後
４
時
（
２８
日
・
２９
日
は
午
後
５
時
ま

で
）
※
終
了
時
間
変
更
の
可
能
性
あ
り 

L
第
１
体
育
館
（
東
武
伊
勢
崎
線
北
越
谷

駅
東
口
徒
歩
１０
分
） 

O
愛
好
家
が
育
て
た
色
と
り
ど
り
の
さ
つ

き
の
展
示
、
植
木
の
相
談
コ
ー
ナ
ー
ほ
か 

J
越
谷
市
観
光
協
会
蕁
９６６
・
６
１
１
１ 

  

さ
つ
き
・
花
し
ょ
う
ぶ
展 

Q
５
月
２１
日
貍
　
午
後
１
時
〜
９
時
、
２２

日
豸
　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時 

L
お
あ
し
す
展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
エ
ン
ト

ラ
ン
ス 

O
市
の
花
・
さ
つ
き
と
、
市
の
特
産
品
・

花
し
ょ
う
ぶ
の
展
示
会
で
す
。
さ
つ
き
愛

好
者
に
よ
る
、
さ
つ
き
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

販
売
も
行
わ
れ
ま
す
。 

J
商
工
課
蕁
９８２
・
９
６
９
７
、
農
政
課
蕁

９８２
・
９
４
８
２ 

  

か
い
ち
ゃ
ん
が
く
る
よ 

Q
５
月
１４
日
貍
　
①
午
前
１１
時
３０
分
〜
②

午
後
２
時
〜
、
１８
日
貉
　
午
前
１１
時
３０
分

〜
、
２９
日
豸
　
午
後
２
時
〜
※
時
間
は
各

１５
分
程
度
。 

L
ら
ら
ほ
っ
と
み
さ
と
（
ら
ら
ぽ
ー
と
新

三
郷
内
） 

J
三
郷
市
産
業
振
興
課
蕁
９３０
・
７
７
２
１ 

  

ポ
ピ
ー
ま
つ
り 

Q
５
月
２１
日
貍
　
午
前
１０
時
〜
午
後
２
時 

※
雨
天
の
場
合
、
２２
日
豸
に
順
延 

L
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園
（
東
武
伊
勢
崎

線
せ
ん
げ
ん
台
駅
か
ら
「
ま
つ
ぶ
し
緑
の

丘
公
園
」
行
き
バ
ス
で
「
ま
つ
ぶ
し
緑
の

丘
公
園
」
下
車
） 

O
ポ
ピ
ー
花
摘
み
、
写
生
会
、
模
擬
店
、

各
種
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
な
ど 

J
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー 

蕁
９９１
・
１
２
１
１ 

  

イ
ー
ス
ト
パ
イ
ン
コ
ン
サ
ー
ト 

Q
６
月
１９
日
豸
　
午
後
２
時
３０
分
開
演 

L
草
加
市
文
化
会
館
（
東
武
伊
勢
崎
線
松

原
団
地
駅
東
口
下
車
徒
歩
５
分
） 

O
市
民
で
結
成
し
た
合
唱
団
や
フ
ラ
メ
ン

コ
舞
踊
が
共
演
し
、
舞
台
を
盛
り
上
げ
ま

す
。 

P
（
前
売
り
・
全
席
指
定
）
Ｓ
席
４
５
０

０
円
Ａ
席
３
５
０
０
円
Ｂ
席
３
０
０
０
円

Ｃ
席
２
５
０
０
円
当
日
５
０
０
円
増
し 

M
草
加
市
文
化
会
館
ほ
か
で
販
売
中 

J
譛
草
加
市
文
化
協
会
蕁
９３１
・
９
３
２
５  

■
６
月
の
休
館
日
 

　
八
幡
・
八
條
図
書
館
　
　
毎
週
月
曜
日
 

　
駅
前
出
張
所
図
書
窓
口
　
毎
週
土
・
日
・
月
 

　
曜
日
　
　
 

      新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
資
料
の

一
部
を
紹
介
し
ま
す
。
 

■
一
般
書
 

「
鼠
、
影
を
断
つ
」
 

赤
川
　
次
郎
　
著
 

「
チ
ャ
コ
ズ
ガ
ー
デ
ン
」
 

明
野
　
照
葉
　
著
 

「
赤
の
他
人
の
瓜
二
つ
」
 

磯
崎
憲
一
郎
　
著
 

「
夜
の
欧
羅
巴
」
 

井
上
　
雅
彦
　
著
 

「
人
の
道
御
三
神
と
い
ろ
は
に
ブ
ロ
ガ
ー
ズ
」 

笙
野
　
頼
子
　
著
 

「
ち
ょ
ち
ょ
ら
」
 

畠
中
　
　
恵
　
著
 

「
裂
」
 

花
村
　
萬
月
　
著
 

「
天
狗
小
僧
魔
境
異
聞
」
 

坂
東
眞
砂
子
　
著
 

■
児
童
書
 

「
ノ
ー
ズ
ウ
ッ
ズ
の
森
で
」
 

大
竹
　
英
洋
　
文
・
写
真
 

「
ミ
ル
ク
マ
ン
と
い
う
名
の
馬
」
 

ヒ
ル
ケ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ボ
ー
ム
　
作
 

「
新
幹
線
の
た
び
」
 コ

マ
ヤ
ス
カ
ン
　
作
 

「
マ
マ
の
と
し
ょ
か
ん
」
 

キ
ャ
リ
・
ベ
ス
ト
　
文
 

「
マ
ド
レ
ー
ヌ
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
い
く
」 

ジ
ョ
ン
・
ベ
ー
メ
ル
マ
ン
ス
・
マ
ル
シ
ア
ー
ノ
　
作
 

「
は
ら
ぺ
こ
ブ
ブ
の
お
べ
ん
と
う
」
 

白
土
　
あ
つ
こ
　
作
・
絵
 

「
パ
パ
・
カ
レ
ー
」
 

武
田
　
美
穂
　
作
 

          　
八
潮
駅
周
辺
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の

進
捗
に
伴
い
、
南
部
地
区
を
中
心
に
人
口

が
増
加
し
て
い
ま
す
。
 

　
こ
の
た
め
、
児
童
生
徒
の
登
下
校
時
の

安
全
の
確
保
や
学
校
規
模
に
適
し
た
児
童

生
徒
数
と
す
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
、
南

部
地
区
に
あ
る
小
中
学
校
の
通
学
区
域
を

中
心
に
見
直
し
を
行
い
ま
す
。
 

　
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
町
会
・
自
治

会
長
、
市
内
小
中
学
校
長
、
市
内
小
中
学

校
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
、
そ
の

他
教
育
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
者
の
１５

人
以
内
で
組
織
す
る
「
八
潮
市
立
小
中
学

校
通
学
区
域
審
議
会
」
に
お
い
て
審
議
し

ま
す
。
 

　
そ
の
後
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
行

い
、
広
く
意
見
を
募
集
し
ま
す
。
 

　
な
お
、
新
た
な
通
学
区
域
の
適
用
年
度

に
つ
い
て
は
、
平
成
２５
年
度
に
小
中
学
校

に
入
学
す
る
児
童
・
生
徒
か
ら
適
用
し
ま

す
。
 

※
審
議
会
開
催
日
を
事
前
に
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
の
で
、
傍
聴
を
希

望
さ
れ
る
方
は
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
（
定
員
は
５
人
以
内
）。 

 
八
潮
市
立
小
中
学
校
通
学
区
域
審
議

会
委
員
の
募
集
 

N
市
内
在
住
で
２０
歳
以
上
の
方
 

R
１
人
※
書
類
選
考
。
結
果
に
つ
い

て
は
通
知
し
ま
す
。
 

任
期
教
育
委
員
会
の
諮
問
に
係
る
審

議
が
終
了
す
る
ま
で
の
期
間
 

M
６
月
１０
日
ま
で
に
、
学
務
課
で
配

布
す
る
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
窓
口
ま
た
は
郵
送
で
学

務
課
へ

J
学
務
課
蕁
A
３
７
８
 

第１条　目的 

　自治基本条例は、本市における自治の原理原則を定め、市民の権利及び責務並びに市

議会及び行政の責務を明らかにし、それぞれが協働し、自治を実現することを目的とします。 

　市民、市議会および行政がお互いに協力して自治を実現するための基本的な事項を規定
しています。 
　そして、この目的を達成するために、「自治の原理原則」、「市民の権利と責務」、「市議会
や行政の責務」を定めるとともに、「それぞれが協働」することが必要であることを規定してい
ます。 
第２条　最高規範 

　自治基本条例は、本市における自治に関する最高規範であり、他の条例、規則等の制定

又は改廃に当たっては、この条例の事項を遵守し、これに適合させなければなりません。 

　この条例は、本市における自治の最高規範の性格を有していることから、その実効性を確
保するためにこの条文があります。市の条例や規則などを制定・改廃する際には、この条例の
定める事項を遵守し、適合させなければなりません。 
第３条　定義 

　「市民」、「行政」、「参画」、「協働」を定義しています。 
　自治基本条例を解釈するうえでの共通認識を図るため、重要な用語について規定してい
ます。 
①市民・・・本市には、住む人や働く人、学ぶ人など、さまざまな人が生活しており、地域が抱え
る多様な課題を解決していくためには、住んでいる人だけではなく本市に生活する幅広い
人たちが協力し合ってまちづくりに取り組むことが重要です。また、市内を拠点として事業
やその他の活動を行う個人や団体も地域社会を構成する一員であることを自覚し、地域社
会と協調していくことを求めています。 
②行政・・・行政とは、議会を除いた本市の行政事務を管理・執行する市長および行政委員
会（教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価
審査委員会）をいいます。また、消防や水道部なども含みます。 
③参画・・・参画とは、政策の立案から評価に至るあらゆる段階に、主体的に関わることをいい
ます。 
④協働・・・協働とは、市民、市議会および行政が、それぞれの役割と責務に基づいて、お互
いの立場を尊重し、共通の目的の達成に向けて対等な立場で協力し合うことをいいます。 
八潮市自治基本条例の全文は、市のホームページに掲載しています。 

八
潮
市
立
小
中
学
校
の
 

通
学
区
域
を
見
直
し
ま
す
 

7月1日から施行される自治基本条例を詳しく解説します。 

第１章　総則 
J市民協働推進課蕁B４９７ 

行 
と って
み
た
い
な 

な
り
ま
ち 

越
谷
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三
郷
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吉
川
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草
加
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松
伏
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け
 だ
　
　
　
　
み
　
ほ
 

採
用
職
種
な
ど
電
気
技
師
１
人 

N
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
の
資
格
を

有
す
る
方
で
、
昭
和
５６
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
た
方
※
地
方
公
務
員
法
第

１６
条
に
規
定
す
る
欠
格
事
項
に
該
当
す

る
方
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。 

第
１
次
試
験 

Q
６
月
１２
日
豸 

O
専
門
試
験
お
よ
び
論
文
試
験 

合
格
発
表
　
６
月
２０
日
頃
（
予
定
） 

第
２
次
試
験 

Q
６
月
下
旬
（
予
定
） 

O
個
人
面
接 

合
格
発
表
　
７
月
上
旬
（
予
定
） 

採
用
予
定
日
８
月
１
日
以
降 

受
付
期
間
な
ど 

Q
５
月
２３
日
豺
〜
５
月
２７
日
貊
　
午
前

９
時
〜
午
後
５
時
に
総
務
人
事
課
へ
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。 

受
験
案
内
・
申
込
書
の
配
布 

　
５
月
２４
日
ま
で
総
務
人
事
課
で
配
布

（
土
・
日
を
除
く
）
。
郵
送
希
望
の
方

は
、
封
筒
の
表
に
「
採
用
試
験
案
内
書

請
求
」
と
朱
書
し
、
宛
名
を
明
記
し
た

角
２
サ
イ
ズ
の
返
信
用
封
筒
（
１４０
円
切

手
を
貼
付
）
を
同
封
し
て
、
総
務
人
事

課
人
事
担
当
へ 

J
総
務
人
事
課
蕁
A
２
５
３ 

市
職
員
採
用
試
験
 

八潮市自治基本条例解説② 八潮市自治基本条例解説② 

東
日
本
大
震
災
被
害
に
よ
る
さ
ま
ざ

ま
な
影
響
に
よ
り
、
内
容
な
ど
が
変

更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
了

承
く
だ
さ
い
。 


